
ふるさと納税における返礼品提供に関する合意書

令和　　　 年　　　 月　　　 日
和歌山県かつらぎ町長　殿

所 在 地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


私は、和歌山県かつらぎ町ふるさと納税の返礼品提供事業者として登録されている期間中は、返礼品提供事業者として下記の事項を遵守することに合意します。
また、下記の事項に違反した場合は、返礼品の取扱を停止されても異存ありません。

記

[bookmark: _GoBack]（１）返礼品の品質や規格、発送時期等に関して正確な情報を記載するとともに、その内容に変更が生じる場合は、速やかに町（中間委託事業者を含む。）へ報告を行い指示に従うこと。
（２）返礼品の提供数量は、厳格な在庫管理のもと確実に提供できる数量を提示するとともに、寄附に伴い受注した返礼品については責任をもって出荷すること。
（３）発送した返礼品に関するクレーム等が生じたときは、自らの責任において原因の究
明を行うとともに、それが自らの責めによることが明らかになった場合は、自らの負担により、クレーム等のあった返礼品の引戻し及び返礼品の再送を行うこと。
（４）取り扱う返礼品が自ら生産したもの以外の場合は、本町のふるさと納税の返礼品とすること等について生産者の同意を得ていること。
（５）返礼品や作業現場の確認を行う必要がある場合等、町が必要と認めるときは、調査（実地調査を含む。）に協力すること。
（６）地場産品基準や食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備及び保管を行い、各種法令を遵守すること。
（７）返礼品の産地名を適正に表示し、産地偽装等の重大な違反があった場合は、自らの責任において、返金や返礼品の回収、代替品の提供等、町と協議の上必要な対応を行うこと。
